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令和３年１０月７日 

こども未来部こども家庭支援課 

 

 

児童館の適正配置について 

 

 

１ 適正配置の考え方 

（１）運営方針 

①  新たな子ども家庭支援センターの整備に合わせ、乳幼児支援機

能が重複することとなる近隣の児童館は、廃止を検討する。  

②  上記①以外の地域について、児童人口が減少傾向の地域におい

ては、利用者推移を注視しつつ、児童館の存続について検討し

ていく。一方で、児童人口が増加傾向で一定数の利用が見込め

る児童館は、今後も区民ニーズに対して役割を果たしていく。 

（２）適正配置の検討 

令和４年度に子ども家庭支援センターが新設されることを受け、

上記（１）の①に基づいて検討を行った。 

 

２ 廃止対象となる地域について 

亀戸子ども家庭支援センターの整備に合わせた廃止の検討対象と

なる近隣の児童館は、亀戸地区の児童館とする。なお、住吉子ども

家庭支援センターについては、児童会館を廃止したことから、新た

に廃止の検討対象とはしない。 

 

３ 児童館の廃止について 

（１）廃止する児童館の検討 

亀戸子ども家庭支援センターからの距離や、廃止後の配置による

利便性、きっずクラブによる児童の預かり等、行政資源の効率性や

利便性について総合的に検討した結果、亀戸第二児童館を廃止する

こととする。（別紙参照） 
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（２）廃止後の亀戸地区の状況 

亀戸地区は児童館３施設に加えて青少年交流プラザがあるなど、

他の地域と比べて特に子育て支援施設が充実している地域である。

子ども家庭支援センターの新設に伴い、児童館１施設を廃止した場

合でも、依然として区内では施設充実度が高い地域である。 

 

４ 廃止後の利用者の子育て支援施設の利用想定 

 【利用者（世代）】         【子育て支援施設】 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

５ 今後の日程（予定） 

  ・令和５年第一回区議会定例会にて、廃止に伴う児童館条例の改正

を付議 

   ・令和５年３月３１日に江東区亀戸第二児童館を閉館（現在の指定

管理期間も満了） 

   ※併設の江東区亀戸福祉会館は令和５年４月以降も再選定後の指定

管理者により運営を継続する。 

 

６ 廃止後の跡地利用 

  今後全庁的に検討を進めていく。  

乳幼児  

小学生  

亀戸子ども家庭支援センター  

（令和４年４月開設予定）  

近隣児童館  

中高生  

江東区青少年交流プラザ  

江東区こどもプラザ  

（令和４年５月開設予定）  

江東きっずクラブ（Ａ登録）  


